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　　◆ 福岡県後期高齢者医療広域連合 お知らせ

早
め
の
受
診
お
願
い
し
ま
す
！

後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査
に
つ
い
て

　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、
被
保
険
者
を
対
象
に
健

康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
20
年
度
の
受
診
期
限
は
、
３
月
31

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
受
診
対
象
と
な
る
方
で
、
ま
だ
受
診
し
て

い
な
い
方
は
、
お
早
め
に
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

受
診
の
と
き
は
、
保
険
証
と
受
診
券
が
必
要
で
す
。
受
診
券
を
紛
失

し
た
場
合
は
、
再
発
行
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
次
の
連
絡
先
に
お
電
話

を
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
（
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー
）

　

☎
０
９
２
・
６
５
１
・
３
１
１
１

　　◆ 社会教育課　社会体育係 募　集

気
軽
に
楽
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
で
す
！

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
教
室
開
催

　

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
と
は
、
卓
球
初
心
者
や
高
齢
者
の
方
で
も
、
す

ぐ
に
ラ
リ
ー
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
「
新
卓
球
」
と
し
て
生
ま
れ
た

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
一
つ
で
す
。
通
常
の
卓
球
の
ボ
ー
ル
よ
り
一
回
り
大

き
く
軽
い
ボ
ー
ル
を
使
用
し
、
ネ
ッ
ト
を
卓
球
よ
り
２
セ
ン
チ
高
く
す

る
、
ラ
ケ
ッ
ト
表
面
ラ
バ
ー
の
種
類
に
制
限
（
表
ソ
フ
ト
の
み
）
を
設

け
る
な
ど
に
よ
り
、
ボ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
ド
が
落
ち
、
容
易
に
ラ
リ
ー
が

続
け
ら
れ
、
誰
も
が
気
軽
に
卓
球
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日　

時　

２
月
22
日
（
日
）・
３
月
１
日
（
日
）
13
時
30
分
～
16
時
30
分

場　

所　

桂
川
町
総
合
体
育
館

参
加
費　

無
料

申
込
期
限　

２
月
20
日
（
金
）
ま
で
に
桂
川
町
総
合
体
育
館
へ

そ
の
他　

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
用
ラ
ケ
ッ
ト
の
貸
出
も
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

桂
川
町
体
育
協
会
事
務
局
（
桂
川
町
総
合
体
育
館
内
）

　

☎
６
５
・
５
１
４
５

　　◆ 税務課　税務係

平
成
21
年
10
月
か
ら

住
民
税
の
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
て
、
公

的
年
金
に
か
か
る
個
人
住
民
税
が
、
平
成
21
年
10
月
か
ら
年
金
天
引
き

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
老
齢
年
金
等
の
給
付
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
方

●
特
別
徴
収
の
対
象
年
金
か
ら
所
得
税
、
介
護
保
険
料
、

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
ま
た
は
、
国
民
健
康
保
険

　

税
を
控
除
し
た
後
の
額
が
住
民
税
の
年
税
額
よ
り
少

　

な
い
方

問
合
先　

税
務
課　

税
務
係

　

☎
６
５
・
１
０
７
６

お知らせ

　　◆ 社会教育課　社会体育係 募　集

卓
球
が
初
め
て
と
い
う
方
も
大
歓
迎
！

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
大
会

日　

時　

３
月
８
日
（
日
）

　

９
時
～
受
付
、
９
時
30
分
～
開
始

　

●
午
前
中
・
男
女
個
人
戦

　

●
午
後
・
混
合
ダ
ブ
ル
ス

　

※
対
戦
、
組
合
せ
は
主
催
者
一
任

場　

所　

桂
川
町
総
合
体
育
館

参
加
費　

無
料

参
加
資
格　

40
歳
以
上
オ
ー
プ
ン

申
込
期
限　

２
月
27
日
（
金
）
ま
で
に
桂
川
町
総
合
体
育
館
へ

そ
の
他　

道
具
等
は
、
桂
川
町
総
合
体
育
館
で
準
備
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

桂
川
町
体
育
協
会
事
務
局
（
桂
川
町
総
合
体
育
館
内
）

　

☎
６
５
・
５
１
４
５
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